
 

 

保護者 様 

 

＜９月からの学校再開について＞ 

夏休みも終わりに近づき、９月からの学校再開が近づいてきました。８月に入り、新型コ

ロナウイルスの感染急拡大により本県にも緊急事態宣言が発令される見通しとなっていま

す。保護者のみなさまにおかれましては、学校再開について不安なこと等あるかと思いま

す。松阪市教育委員会で、９月からの学校再開に向けての方針が決定され、本校もその方

針に沿って下記のように再開していくことにしました。急な連絡となり、ご迷惑をおかけ

しますが、ご理解ご協力をお願いします。また、感染状況により変更等が出てくることも

考えられます。その時は、メール等でお知らせさせていただきます。 

 

＜分散登校について＞ 

９月１日（水）～９月１０日（金）の期間を地区別分散登校とします。 

分散登校の地区割りについては、 

１班は、【末広町、京町一区、京町、日野町・湊町、殿町】 

２班は、【本町、中町、魚町、新座町】 

とします。 

      

＜９月１日（水），２日（木）の２日間について＞ 

〇午前中を２つの班に分けて、分散登校し、学校で授業をします。（給食はありません） 

【９月１日（水）】 

１班は、いつも通りに登校します。1～２限の授業を行い、１０：０５に下校します。 

２班は、いつもより２時間遅れで登校し、３～４限の授業を行い、１１：５０に下校しま 

す。 

※２班の各地区の出発時刻は、本町１班はまぐち農園９：５５、本町２班９：５５、中町 

１班１０：００、中町２・３班９：５５、魚町１０：０５、新座町１０：００ になりま 

す。また、放課後児童クラブから登校するなどして通学団として登校できない場合や欠席 

する場合については、通学団にお伝えいただきますようお願いします。 

 

【９月２日（木）】 

２班は、いつも通りに登校します。１～２限の授業を行い、１０：０５に下校します。 

１班は、いつもより２時間遅れで登校し、３～４限の授業を行い、１１：５０に下校しま 

す。 

※１班の各地区の出発時刻は、末広町１班９：３０、末広町２班川の前の空き地９：３ 

５、京町１区９：４０、京町９：４５、日野町９：５０、湊町９：５０、殿町１０：０５ 



 

 

になります。また、放課後児童クラブから登校するなどして通学団として登校できない場 

合や欠席する場合については、通学団にお伝えいただきますようお願いします。 

 

＜９月３日（金）、９月６日（月）～１０日（金）の６日間について＞ 

〇学校へ登校する班と家庭学習（オンライン授業等）になる班を１日ごとに交互に行 

います。 

・登校した班の児童は、各教室で５限まで授業を受けます。（給食あり、１４：５０下 

校） 

・家庭学習になる班の児童は、登校せず、自宅等でタブレットによるオンライン授業や 

プリント学習等を受けます。（給食なし） 

・班の地区割りは、 

１班は、【末広町、京町一区、京町、日野町・湊町、殿町】 

２班は、【本町、中町、魚町、新座町】 

 

【９月３日（金）】 

１班…登校 

２班…家庭学習 

 

【９月６日（月）】 

１班…家庭学習 

２班…登校 

 

【９月７日（火）】 

１班…登校 

２班…家庭学習 

 

【９月８日（水）】 

１班…家庭学習 

２班…登校 

 

登校時間 1 休憩 2 一斉下校 登校時間 3 休憩 4 一斉下校
8:25 ８：３５～９：１５ 5 ９：２０～１０：００ 10:05 10:10 １０：２０～１１：００ 5 １１：０５～１１：４５ 11:50

9月2日（木）

１班　【末広町、京町一区、京町、日野町・湊町、殿町】 　　　　　２班　【本町、中町、魚町、新座町】

　　　　　２班　【本町、中町、魚町、新座町】 １班　【末広町、京町一区、京町、日野町・湊町、殿町】

9月1日（水）



 

 

【９月９日（木）】 

１班…登校 

２班…家庭学習 

 

【９月１０日（金）】 

１班…家庭学習 

２班…登校 

 

・登校の場合、いつも通りに登校し、給食も食べて、５限終了後１４：５０下校です。 

・タブレットを毎日持ち帰りますので、ご家庭での管理をお願いします。充電ケーブルも 

持ち帰りますのでご家庭での充電もお願いします。また、接続可能な Wi-Fiがある場合 

は、接続へのご協力もお願いします。 

・給食は、学校へ登校した班の児童はあります。学校で給食を食べることについて不安な 

こと等ありましたら学校へご連絡ください。（２１―０２５４） 

 

※自宅で過ごすことが困難な児童について 

９月１日（水）～９月１０日（金）までの分散登校期間中に、保育に欠ける事由がある 

場合や医療従事者等、自宅で児童を待機させることが困難な場合は、松阪市教育委員会 

（相談窓口：５３－４４０３）までお問い合わせください。 

 

※通常の授業の開始について 

通常の授業は、９月１３日（月）からを予定しています。なお、急な変更があることにつ

いてもご了承下さい。 

 

 

大変お世話をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

第一小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


